
号

外

三�
平

成
二
十
五
年

二

月

八

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

環
境
管
理
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
二
月
八
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
号

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第
六
十
七
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
一
種
対
象
事
業
に
係
る｣

を
削
り
、｢

第
十
六
条
の
三｣

を｢

第
十
六
条
の
四｣

に
、

｢

第
三
十
条
の
二｣

を｢

第
三
十
条
の
三｣

に
、｢

第
四
章

第
二
種
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価

の
手
続(

第
三
十
七
条
―
第
四
十
条)｣

を｢

第
四
章

削
除｣

に
改
め
る
。

第
三
条
中｢

及
び
別
表
第
二｣

を
削
る
。

第
四
条
中｢

別
表
第
三｣

を｢

別
表
第
二｣

に
改
め
る
。

｢

第
三
章

第
一
種
対
象
事
業
に
係
る
環
境
影
響
評
価
の
手
続｣

を｢

第
三
章

環
境
影
響
評
価
の

手
続｣

に
改
め
る
。

第
五
条
の
見
出
し
中｢

提
出｣

を｢

提
出
等｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

方
法
書｣

の
下
に｢

及

び
方
法
書
要
約
書｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中｢

方
法
書｣

の
下
に｢

及
び
方
法
書
要
約
書｣

を
加
え
、

｢

知
事
に｣
を｢

そ
れ
ぞ
れ
知
事
に｣

に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中｢

第
一
種
対
象
事
業｣

を｢

対
象
事
業｣

に
改
め
、
同
項
第

五
号
中｢

方
法
書｣
の
下
に｢

及
び
方
法
書
要
約
書｣

を
加
え
る
。

第
七
条
第
一
項
中｢
方
法
書｣

の
下
に｢

及
び
方
法
書
要
約
書｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
削
り
、

同
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

( ) 平成25年２月８日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
二
十
五
年
二
月
八
日



(
方
法
書
の
公
表
等)

第
七
条
の
二

条
例
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る

方
法
書
及
び
方
法
書
要
約
書
の
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
う
ち
適
切
な
方
法
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

一

事
業
者
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

二

関
係
市
町
村
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載(

関
係
市
町
村
の
協
力
が
得
ら
れ
た
場
合
に
限
る
。)

三

前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
事
業
者
が
利
用
で
き
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載

(

方
法
書
説
明
会
の
開
催
方
法
等)

第
七
条
の
三

条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
方
法
書
説
明
会
は
、
関
係
地
域
の
規
模
、
関

係
住
民
の
利
便
性
等
を
勘
案
し
て
開
催
す
る
日
時
及
び
場
所
を
定
め
る
も
の
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
、

関
係
地
域
を
複
数
の
区
域
に
区
分
し
て
当
該
区
域
ご
と
に
開
催
す
る
も
の
と
す
る
。

２

条
例
第
八
条
の
二
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
協
議
は
、
別
記
第
五
号
様
式
に
よ
り
申
し
出

る
も
の
と
す
る
。

３

条
例
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
方
法
書
説
明
会
の
開
催
の
通
知
は
、
別
記
第
六
号
様
式

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

４

第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
、
条
例
第
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

方
法
書
説
明
会
の
開
催
報
告
等)

第
七
条
の
四

条
例
第
八
条
の
二
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
方
法
書
説
明
会
を
開
催
し
た
場
合

に
あ
っ
て
は
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
り
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
方
法
書
説
明
会
を
開
催
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
八
条
第
一
項
第
二
号
中｢

第
一
種
対
象
事
業｣

を｢

対
象
事
業｣

に
改
め
る
。

第
九
条
の
見
出
し
中｢

時
期｣

を｢

時
期
等｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

別
表
第
四｣
を｢
別
表

第
三｣

に
、｢

第
一
種
対
象
事
業｣

を｢

対
象
事
業｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
一
種
対
象
事
業｣

を｢

対
象
事
業｣

に
改
め
る
。

第
十
条
の
見
出
し
中｢

提
出｣

を｢

提
出
等｣

に
改
め
、
同
条
第
一
項
中｢

準
備
書｣

の
下
に｢

及

び
準
備
書
要
約
書｣

を
加
え
、｢

別
記
第
四
号
様
式｣

を｢

別
記
第
九
号
様
式｣

に
改
め
、
同
条
第
二

項
中｢

準
備
書｣

の
下
に｢

及
び
準
備
書
要
約
書｣

を
加
え
る
。

第
十
一
条
後
段
中｢

第
六
条
第
一
項
第
六
号｣

を｢

第
六
条
第
一
項
第
五
号
中｢

方
法
書
要
約
書｣

と
あ
る
の
は｢

準
備
書
要
約
書｣

と
、
同
項
第
六
号｣

に
改
め
る
。

第
十
二
条
中｢

準
備
書｣

の
下
に｢

及
び
準
備
書
要
約
書｣

を
加
え
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加

え
る
。

(

準
備
書
の
公
表
等)

第
十
二
条
の
二

第
七
条
の
二
の
規
定
は
、
条
例
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
準
備
書
及
び
準
備
書
要
約
書
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

準
備
書
説
明
会
の
開
催
方
法
等)

第
十
三
条

第
七
条
の
三
の
規
定
は
、
条
例
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
準
備
書
説
明
会
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

(

準
備
書
説
明
会
の
開
催
報
告
等)

第
十
四
条

第
七
条
の
四
の
規
定
は
、
条
例
第
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
八
条
の
二

第
四
項
の
規
定
に
よ
る
準
備
書
説
明
会
の
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
二
号
中｢

第
一
種
対
象
事
業｣

を｢

対
象
事
業｣

に
改
め
る
。

第
三
章
第
三
節
中
第
十
六
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

見
解
書
の
公
表)

第
十
六
条
の
四

条
例
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
見

解
書
の
公
表
は
、
岐
阜
県
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

第
十
七
条
第
二
項
第
三
号
及
び
第
十
八
条
第
二
号
中｢

第
一
種
対
象
事
業｣

を｢

対
象
事
業｣

に
改

め
る
。

第
二
十
九
条
の
見
出
し
中｢

提
出｣

を｢

提
出
等｣

に
改
め
、
同
条
中｢

評
価
書｣

の
下
に｢

及
び

評
価
書
要
約
書｣

を
加
え
る
。

第
三
十
条
第
一
項
第
二
号
中

｢

第
一
種
対
象
事
業｣

を

｢

対
象
事
業｣

に
改
め
、
同
項
第
三
号
中

｢

評
価
書｣

の
下
に｢

及
び
評
価
書
要
約
書｣

を
加
え
る
。

第
三
十
条
の
二
中｢

評
価
書｣

の
下
に｢

及
び
評
価
書
要
約
書｣

を
加
え
、
第
三
章
第
五
節
中
同
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

評
価
書
の
公
表
等)

第
三
十
条
の
三

第
七
条
の
二
の
規
定
は
、
条
例
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
評
価
書
及
び
評
価
書
要
約
書
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

事
業
者
の
変
更
の
公
告
事
項
等)

第
三
十
二
条
の
二

条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。

一

変
更
後
の
事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成25年２月８日 ( )２



一

条
例
別

表
第
一
号

に
掲
げ
る

事
業

２

流
通
業
務
市
街
地
の
整
備
に
関

す
る
法
律(

昭
和
四
十
一
年
法
律

第
百
十
号)

第
二
条
第
二
項
の
流

１

一
団
の
土
地
に
つ
い
て
行
う
区

画
形
質
の
変
更
に
関
す
る
事
業

(

以
下

｢

土
地
開
発
事
業｣

と
い

う
。)

の
施
行

(

２
か
ら
５
ま
で

に
掲
げ
る
事
業
及
び
自
然
公
園
法

(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十

一
号)

第
二
条
第
六
号
の
公
園
事

業
又
は
都
市
公
園
法(

昭
和
三
十

一
年
法
律
第
七
十
九
号)

第
二
条

第
一
項
の
都
市
公
園
の
造
成
事
業

に
係
る
土
地
開
発
事
業
の
施
行
を

除
く
。)

施
行
区
域
の
面
積
が
四
十
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
の
も
の

施
行
す
る
土
地
の
区
域(

以
下｢

施

行
区
域｣

と
い
う
。)

の
面
積
が
二
十

ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の(

標
高
千
五

百
メ
ー
ト
ル
以
上
の
土
地
に
お
い
て
施

行
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
施
行
区
域

の
面
積
が
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の)

二

変
更
前
の
事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

三

対
象
事
業
の
名
称

四

変
更
年
月
日

２

第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
、
第
六

条
第
三
項
の
規
定
は
条
例
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
十
三
条
及
び
第
三
十
四
条
の
見
出
し
中｢

第
一
種
対
象
事
業｣

を｢

対
象
事
業｣

に
改
め
、
同

条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

対
象
事
業
の
内
容
の
変
更
の
届
出
の
公
告
事
項
等)

第
三
十
四
条
の
二

条
例
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。

一

事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

対
象
事
業
の
名
称

三

変
更
年
月
日

四

変
更
の
内
容

五

変
更
の
理
由

六

変
更
の
届
出
の
内
容
の
公
表
方
法

２

第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
条
例
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
、
第
六

条
第
三
項
の
規
定
は
条
例
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

対
象
事
業
の
内
容
の
変
更
の
届
出
の
公
表)

第
三
十
四
条
の
三

第
七
条
の
二
の
規
定
は
、
条
例
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
対
象
事
業
の
内
容
の
変
更
の
届
出
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

第
三
十
五
条
の
見
出
し
中｢

第
一
種
対
象
事
業｣

を｢

対
象
事
業｣

に
改
め
る
。

第
三
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
三
十
六
条

削
除

第
四
章
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
章

削
除

第
三
十
七
条
か
ら
第
四
十
条
ま
で

削
除

第
四
十
三
条
第
一
項
中｢

規
則
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項｣

を｢

規
定
に
よ
り
作
成
す

る
事
後
調
査
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

五
月

三
十
一
日｣

を｢

六
月
三
十
日｣

に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

た
だ
し
、
事
後
調
査
の
内
容
に
よ
り
知
事
が
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
四
十
三
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(

事
後
調
査
報
告
書
の
公
告
事
項
等)

第
四
十
三
条
の
二

条
例
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

に
掲
げ
る
事
項
を
公
告
す
る
も
の
と
す
る
。

一

事
業
者
の
氏
名
及
び
住
所

二

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

三

事
後
調
査
報
告
書
の
写
し
を
縦
覧
に
供
す
る
場
所
、
期
間
及
び
時
間

２

第
六
条
第
二
項
の
規
定
は
条
例
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
に
つ
い
て
、
第
六

条
第
三
項
の
規
定
は
条
例
第
三
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

事
後
調
査
報
告
書
の
縦
覧
場
所)

第
四
十
三
条
の
三

第
七
条
の
規
定
は
、
条
例
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
後
調
査
報

告
書
の
写
し
の
縦
覧
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

事
後
調
査
報
告
書
の
公
表)

第
四
十
三
条
の
四

第
七
条
の
二
の
規
定
は
、
条
例
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
の
利
用
そ
の
他
の
方
法
に
よ
る
事
後
調
査
報
告
書
の
公
表
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
五
十
三
条
第
一
項
を
削
り
、
同
条
第
二
項
を
同
条
と
す
る
。

別
表
第
一
中｢

第
一
種
対
象
事
業｣

を
削
り
、
同
表
一
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成25年２月８日 岐 阜 県 公 報 号 外 �３



５

農
用
地(
耕
作
の
目
的
又
は
主

と
し
て
家
畜
の
放
牧
の
目
的
若
し

く
は
養
畜
の
業
務
の
た
め
の
採
草

の
目
的
に
供
さ
れ
る
土
地
を
い
う
。)

の
造
成
事
業
の
施
行

４

土
地
区
画
整
理
法(

昭
和
二
十

九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
二
条

第
一
項
の
土
地
区
画
整
理
事
業
の

施
行

３

工
場
立
地
法(

昭
和
三
十
四
年

法
律
第
二
十
四
号)

第
四
条
第
一

項
第
三
号
イ
の
工
業
団
地
を
造
成

す
る
事
業
の
施
行

通
業
務
団
地
造
成
事
業
の
施
行

施
行
区
域
内
の
最
大
の
団
地
の
面
積

が
五
百
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の
も
の

施
行
区
域
の
面
積
が
七
十
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
の
も
の

施
行
区
域
の
面
積
が
四
十
ヘ
ク
タ
ー

ル
以
上
の
も
の

十

条
例
別

表
第
十
号

に
掲
げ
る

事
業

３

電
気
設
備
に
関
す
る
技
術
基
準

を
定
め
る
省
令(

平
成
九
年
通
商

産
業
省
令
第
五
十
二
号)

第
一
条

第
八
号
の
電
線
路(

発
電
所
、
変

電
所
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
施

設
を
除
き
、
か
つ
、
架
空
の
も
の

に
限
る
。)

の
設
置

２

風
力
発
電
所
の
設
置
又
は
変
更

１

水
力
発
電
所(

水
力
に
よ
る
発

電
の
た
め
に
必
要
な
ダ
ム
、
水
路
、

貯
水
池
、
建
物
、
機
械
、
器
具
そ

の
他
の
施
設
の
総
体
を
い
う
。)

の
建
設

電
圧
が
二
十
五
万
ボ
ル
ト
以
上
の
も

の イ

新
設

出
力
が
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ

ト
以
上
の
も
の

ロ

変
更

発
電
設
備
の
新
設
を
伴
い
、

出
力
が
千
五
百
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以
上
増

加
す
る
も
の

出
力
の
合
計
が
一
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

上
の
も
の

別
表
第
一
二
の
項
中｢

道
路
の
建
設｣

を｢

条
例
別
表
第
二
号
に
掲
げ
る
事
業｣

に
改
め
、｢

(

以

下｢

一
般
国
道
等｣

と
い
う
。)｣

を
削
り
、｢

七
・
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル｣

を｢

五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル｣

に

改
め
、
同
表
三
の
項
中｢

ダ
ム
又
は
放
水
路
の
建
設｣

を｢

条
例
別
表
第
三
号
に
掲
げ
る
事
業｣

に
改

め
、｢

以
下
同
じ
。｣

を
削
り
、
同
表
四
の
項
中｢

堰せ
き

の
建
設｣

を｢

条
例
別
表
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業｣

に
改
め
、｢

以
下
同
じ
。｣

を
削
り
、
同
表
五
の
項
中｢

鉄
道
又
は
軌
道
の
建
設｣

を｢

条
例
別
表
第
五

号
に
掲
げ
る
事
業｣

に
改
め
、｢

(

以
下｢

鉄
道
等｣

と
い
う
。)｣

を
削
り
、
同
表
六
の
項
中｢

空
港

等
の
建
設｣

を｢

条
例
別
表
第
六
号
に
掲
げ
る
事
業｣

に
改
め
、｢

(

以
下｢

陸
上
空
港
等｣

と
い
う
。)｣

を
削
り
、
同
表
七
の
項
中｢

廃
棄
物
最
終
処
分
場
の
建
設｣

を｢

条
例
別
表
第
七
号
に
掲
げ
る
事
業｣

に
改
め
、｢

(

以
下｢

廃
棄
物
最
終
処
分
場｣

と
い
う
。)｣

を
削
り
、｢

二
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の｣

を｢

五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
の｣

に
、｢

変
更
後
の
面
積
が
二
十
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
と
な
る｣
を｢
面

積
が
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上
増
加
す
る｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
八
の
項
中｢

廃
棄
物
処
理
施
設
の
建
設｣

を｢

条
例
別
表
第
八
号
に
掲
げ
る
事
業｣

に
改

め
、
同
項
第
一
号
中｢(

以
下｢

ご
み
焼
却
施
設｣

と
い
う
。)｣

を
削
り
、
同
号
イ
及
び
ロ
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

イ

設
置

処
理
能
力
の
合
計
が
一
日
当
た
り
百
ト
ン
以
上
の
も
の

ロ

変
更

処
理
能
力
の
合
計
が
一
日
当
た
り
百
ト
ン
以
上
増
加
す
る
も
の

別
表
第
一
八
の
項
第
二
号
中｢(

以
下｢

中
間
処
理
施
設｣

と
い
う
。)｣

を
削
り
、
同
号
イ
及
び
ロ

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

設
置

処
理
能
力
の
合
計
が
一
日
当
た
り
百
ト
ン
以
上
の
も
の

ロ

変
更

処
理
能
力
の
合
計
が
一
日
当
た
り
百
ト
ン
以
上
増
加
す
る
も
の

別
表
第
一
九
の
項
中｢

工
場
又
は
事
業
場
の
建
設｣

を｢

条
例
別
表
第
九
号
に
掲
げ
る
事
業｣

に
改

め
、
同
項
イ
及
び
ロ
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

イ

新
設

工
場
等
で
一
時
間
当
た
り
使
用
す
る
燃
料
の
量(

発
熱
量
三
十
九
・
一
メ
ガ
ジ
ュ
ー

ル
に
相
当
す
る
当
該
燃
料
の
量
が
重
油
一
リ
ッ
ト
ル
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
、
重
油
の
量
に

換
算
し
た
量(

以
下｢

燃
料
使
用
量｣

と
い
う
。)

が
四
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の
又
は
平

均
的
な
排
出
水
量
が
一
日
当
た
り
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
工
場
等
を
設
け
る
も
の

ロ

変
更

燃
料
使
用
量
が
一
時
間
当
た
り
四
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
以
上
又
は
平
均
的
な
排
出
水
量
が

一
日
当
た
り
五
千
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
増
加
す
る
も
の

別
表
第
一
十
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
十
一
の
項
を
削
る
。

別
表
第
一
十
二
の
項
中｢

高
層
工
作
物
又
は
高
層
建
築
物
の
建
設｣

を｢

条
例
別
表
第
十
一
号
に
掲

げ
る
事
業｣

に
改
め
、
同
項
第
一
号
中

｢

以
下

｢

建
築
物｣

と
い
う
。｣

を
削
り
、
同
項
第
二
号
中

｢

建
設
す
る
も
の｣

の
下
に｢

又
は
仮
設
の
も
の(

設
置
期
間
が
三
年
を
超
え
ず
、
か
つ
、
当
該
工
作

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成25年２月８日 ( )４



二

条
例
別
表
第
二
号

に
掲
げ
る
事
業

一

条
例
別
表
第
一
号

に
掲
げ
る
事
業

対
象
事
業
の
種
類

イ

道
路
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
区
域
の
決
定

又
は
変
更

イ

都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
の
申
請

ロ

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
十
条
の

二
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又
は
同
法
第
二
十
七
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
保
安
林
の
解
除
の
申
請

ハ

岐
阜
県
土
地
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
規
則(

平
成
十
二
年

岐
阜
県
規
則
第
四
十
四
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
協
議

の
申
出

ニ

採
石
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
十
一
号)

第
三
十
三

条
又
は
第
三
十
三
条
の
五
第
一
項
の
認
可
の
申
請
又
は
同
法
第
四

十
二
条
の
二
の
協
議
の
申
出

ホ

砂
利
採
取
法(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号)

第
十
六
条

又
は
第
二
十
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
又
は
同
法
第
四
十
三
条
の

協
議
の
申
出

ヘ

土
地
区
画
整
理
法
第
四
条
第
一
項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
十
四

条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
九
条
第
一
項
、
第
五
十
一

条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
十
第
一
項
、
第
五
十
二
条
第
一

項
、
第
五
十
五
条
第
十
二
項
、
第
七
十
一
条
の
二
第
一
項
又
は
第

七
十
一
条
の
三
第
十
四
項
の
認
可
の
申
請

ト

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
七
条

第
一
項
、
第
七
十
七
条
第
二
項
若
し
く
は
第
九
十
五
条
第
一
項
の

認
可
の
申
請
又
は
同
法
第
八
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
八
十
七

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
土
地
改
良
事
業
計
画
の
策
定

チ

宅
地
造
成
等
規
制
法(

昭
和
三
十
六
年
法
律
百
九
十
一
号)

第

八
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又
は
同
法
第

十
一
条
の
協
議
の
申
出

リ

工
場
立
地
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出

ヌ

建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
の
確
認
の
申
請
又
は
同
法
第
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

行

為

七

条
例
別
表
第
七
号

に
掲
げ
る
事
業

六

条
例
別
表
第
六
号

に
掲
げ
る
事
業

五

条
例
別
表
第
五
号

に
掲
げ
る
事
業

四

条
例
別
表
第
四
号

に
掲
げ
る
事
業

三

条
例
別
表
第
三
号

に
掲
げ
る
事
業

イ

廃
棄
物
処
理
法
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
五
条

第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又

は
同
法
第
九
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
ロ

都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
の
申
請

イ

航
空
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
三
十
一
号)

第
三
十
八

条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
十
三
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又
は
同

法
第
五
十
五
条
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
八
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
告
示

ロ

飛
行
場
及
び
航
空
保
安
施
設
の
設
置
及
び
管
理
の
基
準
に
関
す

る
訓
令(

昭
和
三
十
三
年
防
衛
庁
訓
令
第
百
五
号)

第
九
条
の
規

定
に
よ
る
告
示

イ

鉄
道
事
業
法
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
又
は
第
十
二
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の
申
請

ロ

軌
道
法
第
五
条
第
一
項
又
は
軌
道
法
施
行
令(

昭
和
二
十
八
年

政
令
第
二
百
五
十
八
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
可
の

申
請

イ

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法
第
十
三
条
第
一
項
の
認
可
の
申

請
ロ

河
川
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
許
可
の
申
請
、
同
法
第
七
十
九

条
第
一
項
の
認
可
の
申
請
又
は
同
法
第
九
十
五
条
の
協
議
の
申
出

イ

特
定
多
目
的
ダ
ム
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
三
十
五
号)

第

四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
基
本
計
画
の
作
成

ロ

独
立
行
政
法
人
水
資
源
機
構
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十

二
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
認
可
の
申
請

ハ

工
業
用
水
道
事
業
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
八
十
四
号)

第

三
条
第
一
項
若
し
く
は
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は

同
法
第
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
六
条
第
二
項
の
許
可
の
申
請

ニ

水
道
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号)

第
六
条
第
一

項
、
第
十
条
第
一
項
、
第
二
十
六
条
又
は
第
三
十
条
第
一
項
の
認

可
の
申
請

ホ

河
川
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号)

第
二
十
六
条

第
一
項
の
許
可
の
申
請
、
同
法
第
七
十
九
条
第
一
項
の
認
可
の
申

請
又
は
同
法
第
九
十
五
条
の
協
議
の
申
出

ロ

道
路
整
備
特
別
措
置
法(

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
七
号)

第
十

条
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
許
可
の
申
請
又
は
同
法
第
十
八
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

物
の
構
造
が
容
易
に
移
転
し
、
又
は
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。)｣

を
加
え
、｢

以
下

｢

工
作
物｣

と
い
う
。｣

を
削
り
、
同
項
を
同
表
十
一
の
項
と
す
る
。

別
表
第
二
を
削
り
、
別
表
第
三
を
別
表
第
二
と
し
、
同
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。

別
表
第
三(
第
九
条
関
係)

( ) 平成25年２月８日 岐 阜 県 公 報 号 外 �５



十
一

条
例
別
表
第
十

一
号
に
掲
げ
る
事
業

十

条
例
別
表
第
十
号

に
掲
げ
る
事
業

九

条
例
別
表
第
九
号

に
掲
げ
る
事
業

八

条
例
別
表
第
八
号

に
掲
げ
る
事
業

イ

建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
の
確
認
の
申
請
又
は
同
法
第
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

電
気
事
業
法
第
四
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
の
申

請
又
は
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

イ

工
場
立
地
法
第
六
条
第
一
項
又
は
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
届
出

ロ

建
築
基
準
法
第
六
条
第
一
項
の
確
認
の
申
請
又
は
同
法
第
十
八

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

ハ

電
気
事
業
法(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号)

第
四
十
七

条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
認
可
の
申
請
又
は
同
法
第
四
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

ニ

ガ
ス
事
業
法(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号)
第
三
十
六

条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
又
は
同
法
第
三
十
七
条
の
二

の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請

ホ

都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
の
申
請

ヘ

森
林
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又
は
同
法
第
二
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
解
除
の
申
請

ト

岐
阜
県
土
地
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
規
則
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出

チ

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
第
十
二
条
第
一
項
又
は
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

イ

廃
棄
物
処
理
法
第
八
条
第
一
項
、
第
九
条
第
一
項
、
第
十
五
条

第
一
項
若
し
く
は
第
十
五
条
の
二
の
六
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又

は
同
法
第
九
条
の
三
第
一
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
ロ

都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
の
申
請

ハ

森
林
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又
は
同
法
第
二
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
解
除
の
申
請

ニ

岐
阜
県
土
地
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
規
則
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出

ホ

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法(

平
成
十
一
年
法
律
第
百

五
号)

第
十
二
条
第
一
項
又
は
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

届
出

ハ

森
林
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又
は
同
法
第
二
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
解
除
の
申
請

ニ

岐
阜
県
土
地
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
規
則
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出

ロ

都
市
計
画
法
第
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
許
可
の
申
請

ハ

森
林
法
第
十
条
の
二
第
一
項
の
許
可
の
申
請
又
は
同
法
第
二
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
保
安
林
の
解
除
の
申
請

ニ

岐
阜
県
土
地
開
発
事
業
の
調
整
に
関
す
る
規
則
第
五
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
協
議
の
申
出

別
表
第
五
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
中｢､

第
37条
｣

を
削
り
、｢第

７
条

第
30条
｣
を
｢第
７
条
｣

に
改
め
、｢又

は
別
表

第
２
｣

を
削
る
。

別
記
第
二
号
様
式
中｢第

30条
｣

を｢第
30条
､
第
32条
の
２
､
第
34条
の
２
､
第
43条
の
２
｣

に
、

｢第
８
条
第
２
項

第
14条
第
２
項

第
23条
第
２
項
｣

を ｢第
８
条
第
２
項

第
14条
第
２
項

第
23条
第
２
項

第
26条
の
２
第
２
項

第
27条
の
２
第
２
項

第
38条
の
２
第
２
項
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
４
号
様
式
削
除

別
記
第
五
号
様
式
中｢第

13条
｣

を｢第
７
条
の
３
､
第
13条
｣

に
、｢説

明
会
開
催
場
所
協
議
書
｣

を｢方
法
書

準
備
書
説
明
会
開
催
場
所
協
議
書
｣

に
、｢第

15条
第
１
項
｣

を｢第
８
条
の
２
第
１
項

第
15条

第
１
項

｣

に
改

め
る
。

別
記
第
六
号
様
式
中｢第

13条
｣

を｢第
７
条
の
３
､
第
13条

｣

に
、｢説

明
会
開
催
通
知
書
｣

を

｢方
法
書

準
備
書
説
明
会
開
催
通
知
書
｣

に
、｢第

15条
第
２
項
｣

を｢第
８
条
の
２
第
２
項
(第
15条

第
２

項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
｡)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
七
号
様
式
中｢第

14条
｣

を｢第
７
条
の
４
､
第
14条
｣

に
、｢説

明
会
実
施
状
況
報
告
書
｣

を｢方
法
書

準
備
書
説
明
会
実
施
状
況
報
告
書
｣

に
、｢第

15条
第
４
項
｣

を｢第
８
条
の
２
第
４
項
(第
15

条
第
２
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
｡)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
八
号
様
式
中｢第

14条
｣

を｢第
７
条
の
４
､
第
14条

｣

に
、｢説

明
会
未
開
催
理
由
等
報
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※
受
理
年
月
日

連
絡

先

調
査
等
を
実
施
し
た

者
(機
関
)

対
象
事
業
の
実
施
に

必
要
な
許
可
等
の
種

類
及
び
内
容

対
象
事
業
の
種
類

対
象
事
業
の
名
称

年
月

日

所
在
地

電
話
番
号

所
属

担
当
者
名

(
)

※
整
理
番
号

告
書
｣

を｢方
法
書

準
備
書
説
明
会
未
開
催
理
由
等
報
告
書
｣

に
、｢第

15条
第
４
項
｣

を｢第
８
条
の
２
第

４
項
(第
15条
第
２
項
で
準
用
す
る
場
合
を
含
む
｡)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
記
第
９
号
様
式
(第
10条
関
係
)

年
月

日
岐
阜
県
知
事

様
関
係
市
町
村
長

住
所(法
人
に
あ
っ
て
は
､
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
)

氏
名

印
(法
人
に
あ
っ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

環
境
影
響
評
価
準
備
書
提
出
書

岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
第
13条
の
規
定
に
よ
り
､
環
境
影
響
評
価
準
備
書
を
別
添
の
と
お
り

提
出
し
ま
す
｡

(注
)
１
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
版
と
す
る
こ
と
｡

２
｢対
象
事
業
の
種
類
｣
の
欄
に
は
､
別
表
第
1の
事
業
の
種
類
の
欄
に
掲
げ
る
事
業

の
種
類
及
び
(

)
内
に
は
当
該
事
業
の
種
類
ご
と
に
要
件
の
欄
に
お
い
て
示
さ

れ
て
い
る
内
容
を
記
入
す
る
こ
と
｡

３
関
係
地
域
及
び
事
業
の
範
囲
を
示
し
た
地
図
(縮
尺
25,000分

の
１
程
度
の
も
の
)

を
添
付
す
る
こ
と
｡

４
｢対
象
事
業
の
実
施
に
必
要
な
許
可
等
の
種
類
及
び
内
容
｣
の
欄
に
は
､
対
象
事
業

を
実
施
す
る
に
つ
き
必
要
な
許
可
､
認
可
そ
の
他
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
行
為
の
種
類
､

根
拠
法
令
の
名
称
及
び
条
項
並
び
に
手
続
の
進
行
状
況
を
記
入
す
る
こ
と
｡
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別
記
第
十
一
号
様
式
中｢､

第
39条
｣

を
削
り
、｢第

22条

第
34条
｣

を｢第
22条
｣

に
改
め
、｢又

は
別

表
第
２
｣

を
削
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
か
ら
別
記
第
十
五
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢､

第
40条
｣

、｢
(第
35条
で
準
用

す
る
場
合
を
含
む
｡)
｣

及
び｢又

は
別
表
第
２
｣

を
削
る
。

別
記
第
十
七
号
様
式
か
ら
別
記
第
二
十
一
号
様
式
ま
で
の
規
定
中｢又

は
別
表
第
２
｣

を
削
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

こ
の
規
則
の
施
行
に
よ
り
改
正
前
の
岐
阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則(

以
下｢

旧
規
則｣

と
い
う
。)

別
表
第
一
の
第
一
種
対
象
事
業
又
は
別
表
第
二
の
第
二
種
対
象
事
業
か
ら
除
外
さ
れ
る

事
業
で
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣
と
い
う
。)

前
に
お
い
て
旧
規
則
第
五
条
又

は
第
三
十
七
条
の
方
法
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
に
よ
り
新
た
に
対
象
事
業
と
な
る
事
業
で
、
施
行
日
前
に
お
い
て
改
正
後
の
岐

阜
県
環
境
影
響
評
価
条
例
施
行
規
則(

以
下｢

新
規
則｣

と
い
う
。)

別
表
第
三
の
下
欄
に
掲
げ
る

行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
は
、
適
用
し
な
い
。
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